
６　その他

５　検査

（1） 浄化槽保守点検終了後、浄化槽保守点検記録票を官側に１部提出する。

（2） 検査及び点検時に部品交換等必要な場合は、定期的な部品は受託側とし、

　　修繕が必要な場合又は故障している場合は、官側と調整するものとする。

 (1)  本仕様書に明記のない事項及び疑義のある事項については担当者と協議する。

 (2)  交通費及び出張費等は、受託側が負担する。

　　浄化槽（２５人槽）の保守点検の実施

作成部隊名 総務課

１　適用範囲

　　この仕様書は浄化槽の保守点検について規定する。

２　名称等

　　フジヨシ　ＦＣＫ－２５型

３　実施日

 (1)  浄化槽保守点検は、６月、９月、１２月、３月（年４回）

 (2)  細部実施日は、官側と調整し決定する。

４　役務内容　

仕　様　書
物品番号 仕様書番号

浄化槽保守点検

三重地本―Ｚ―０００１０９Ａ
作　成 令和7年9月27日
変　更 令和8年3月2日


